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Ⅰ はじめに 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び堺市立健康福祉プラザ条例

（以下「条例」という。）第１５条に基づき、令和９年４月から堺市立健康福祉プラザ（以下「プ

ラザ」という。）の指定管理者（以下「指定管理者」という。）を募集します。 

 

Ⅱ 施設の設置目的 

 

プラザは、「健康福祉センター」、「重症心身障害者（児）支援センター」（以下「重心者（児）

センター」という。）、「障害者更生相談所・こころの健康センター・こども相談所」（以下「行政

機関」という。）をはじめとする専門相談機関で構成された施設です。 

プラザは、障害者の地域生活を総合的に支援する拠点施設として、平成２４年４月に開所して

おり、障害者の社会参加の促進や健康の維持・増進等を図りながら、障害のある方とない方がさ

まざまな活動や交流等を通じて相互理解を深めることを目的としています。 

プラザの指定管理者は、「健康福祉センター」のうち、「市民交流センター」「視覚・聴覚障害者

センター」「生活リハビリテーションセンター」「スポーツセンター」の４センターの管理運営業

務とプラザ全体の施設維持管理業務を担います。 

本施設では、障害者の文化芸術・スポーツ活動支援、視覚・聴覚障害者への情報提供・コミュ

ニケーション等の支援、高次脳機能障害者への社会的リハビリテーション等などを実施しており、

質の高い専門的なサービスが提供できるよう、支援技術の向上をはじめ業務研鑽に努めるととも

に、プラザ内の各機関、市内の関係機関等と有機的な連携を図り、障害者のあらゆるライフステ

ージや、地域生活全般の総合的な支援体制を整備することが求められています。 

そのため、本案件では、上記のことを踏まえて、応募者が有する実績やノウハウ等を活用しな

がら、効果的かつ効率的に指定管理業務を実施し、施設の効用を最大限発揮することができる意

欲的な提案を期待しています。 
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Ⅲ 事業内容に関する事項 

 

１．施設の概要等 

（１）施設の構成 

プラザは、下図のとおり「健康福祉センター」・「重心者（児）センター」・「行政機関」で

構成しています。また、健康福祉センター内に「総合相談情報センター」・「発達障害者支援

センター」・「障害者就業・生活支援センター」・「難病患者支援センター」があり、市から事

業を受託する団体（以下「特定団体」という。）が入居し、各種事業を実施しています。 

 

指定管理者は、特定団体が実施する事業を除き、健康福祉センターの管理運営業務を実施

するとともに、重心者（児）センター及び行政機関の部分を含めた建物保守管理や設備機器

保守管理等のプラザ全体の維持管理業務（一部を除く。）を指定管理業務の範囲とします。ま

た、プラザは、様々な機能を持った複合施設であり、施設の一体性や複合施設のメリットを

十分に発揮できるよう、各センターが相互に効果的かつ有機的に連携し、それぞれが有する

専門性や支援技術等をプラザ内や地域等に対して発揮してください。なお、プラザ内での具

体的な協力・連携や、利用者のサービス向上等について協議・検討を行う場として、指定管

理者が運営協議会を主催・運営し、重心者（児）センターの指定管理者、行政機関及び特定

団体と有機的な連携・協力体制を構築し、協力してプラザ全体の管理運営業務を行ってくだ

さい。 
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（２）施設の概要 

名 称 堺市立健康福祉プラザ（プラザ指定管理者管轄分） 

施設（事業）種別 
※法的な位置づけ 

①市民交流センター・スポーツセンター 
身体障害者福祉センター（Ａ型）〔身体障害者福祉法第３１条〕 

②視覚・聴覚障害者センター 
点字図書館及び聴覚障害者情報提供施設〔身体障害者福祉法第

３４条〕 
③生活リハビリテーションセンター 
 障害福祉サービス事業所〔障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律第２９条第１項〕 
 高次脳機能障害者支援センター〔高次脳機能障害者支援法第１
９条〕 

設 置 年 月 日 平成２４年４月１日 

設 置 場 所 堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号 

 
施 設 規 模 
※プラザ全体の規模 

敷地面積 ８，３０２．１０㎡ 
構造：鉄筋コンクリート造（鉄骨鉄筋コンクリート造一部鉄骨造） 
規模：地上４階、地下１階、塔屋１階 
建築面積：４，４７５．６７㎡ 
延床面積：１７，３５０．５８㎡のうち、１２，５２０．５０㎡ 

主 な 施 設 内 容 
※プラザ指定管理者 

管轄分のみ 

詳細は「堺市立健康福祉プラザ・重症心身障害者（児）支援セン
ター各室面積表」（資料２）のとおり 
 
○地下１階（５，３０８．７３㎡） 
〔スポーツセンター〕 
プール（２５ｍ×５コース）、家族更衣室、更衣室（男・女）、 
ギャラリー、事務指導員室、器具庫 

〔その他〕 
印刷室、メンテスタッフ室、中央監視室、職員休憩室（男・女）、 
駐車場（７７台【うち、身体障害者用１５台】、業務用４台）
等 

 
○１階（１，７２４．２４㎡） 
〔市民交流センター〕 
 総合案内、授産活動支援センター事務室 
〔スポーツセンター〕 
体育室、体育器具庫、体育室更衣室等 
 

○２階（８４８．８０㎡） 
〔視覚・聴覚障害者センター〕 
事務室、閲覧室、朗読室、録音室【４】、録音図書編集室、 
点字校正室、点字図書印刷室、制作室、スタジオ、貸出利用室、 
試写室、発送室、会議室、書庫、相談室、研修室兼会議室等 

 
○３階（２，７５０．２３㎡） 
〔その他〕 
大研修室 

 
○４階（１，７９７．３６㎡） 
〔市民交流センター〕 
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事務室、交流広場、研修室【４】、作業室、クッキングルーム、
クラフトルーム 
〔生活リハビリテーションセンター〕 
事務室、訓練室、会議室 

〔スポーツセンター〕 
トレーニング室、更衣室（男・女） 

 
○５階（９１．１４㎡） 
機械室 

 
※【 】は室数を表示。また、各階面積は共用部、他機関分も含
む。 
 

 

２．指定管理者が行う業務の概要 

指定管理者が行う主な業務は下記のとおりとし、業務の詳細は別紙「業務仕様書」の

とおりとします。 

（１）施設の管理運営に関する業務 

① 利用料金の設定・収受に関する業務 

② 施設の使用許可等に関する業務 

③ 実費負担額の徴収に関する業務 

④ 駐車場及び駐輪場の管理に関する業務 

⑤ その他 

（２）市民交流センター事業に関する業務 

① プラザ全体に関する業務 

② 市民交流センターに関する業務 

③ 授産活動支援センターに関する業務 

（３）視覚・聴覚障害者センター事業に関する業務 

① 点字図書館に関する業務 

② 聴覚障害者情報提供施設に関する業務 

（４）生活リハビリテーションセンター事業に関する業務 

① 自立訓練事業に関する業務 

② 高次脳機能障害者支援に関する業務 

（５）スポーツセンター事業に関する業務 

① 障害者スポーツ振興事業に関する業務 

② 障害者スポーツ大会に関する業務 

（６）施設維持管理に関する業務 

① 建物保守管理業務 

② 設備保守管理業務 

③ 機器備品管理業務 
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④ 清掃業務 

⑤ 環境衛生管理業務 

⑥ 保安警備業務 

⑦ 外構・植栽維持管理業務 

⑧ 廃棄物処理業務 

⑨ 防災設備の保守管理業務 

⑩ 自動扉及び昇降機の保守管理業務 

⑪ 駐車場管理業務 

⑫ 汚水槽清掃業務 

⑬ 飲料水の管理業務 

⑭ 雑用水の管理業務 

⑮ 雑排水槽清掃業務 

⑯ ばい煙等測定業務 

 

３．管理運営の基本的事項 

指定管理者は、次の事項を基本として、プラザの管理運営を行うこととします。 

（１）条例第１条の設置目的に基づき管理を行うこと。 

（２）個人情報の保護を徹底するとともに情報公開を積極的に推進すること。 

（３）公の施設であることを念頭において、公正、公平な管理を行うこととし、特定のも

のに有利あるいは不利になる運営をしないこと。 

（４）管理業務に際し、政治的行為又は宗教的行為と疑われるような活動や営利を目的と

する活動はしないこと。 

（５）利用者の意思及び人権を尊重し、常にその立場に立ってサービスを提供すること。 

（６）法令等を遵守して適正に管理業務を行うこと。 

（７）利用促進を積極的に図りながら、効果的かつ効率的に管理業務を行い、経費の縮減

に努めること。 

（８）地域住民や利用者の意見・要望を管理業務に反映させ、支援技術やサービスの向上

を図ること。 

（９）利用者が安全かつ快適に利用できるように施設設備を適正に維持管理すること。 

（１０）地域の住民、自治組織、事業者等と良好な関係を維持すること。 

（１１）複合施設のメリットを活かした管理運営を行うこと。 

（１２）法律や制度の改正、市の施策展開、利用者ニーズや求められる機能や役割に変化

が生じた場合には、その内容を踏まえて、臨機応変な対応に努めること。 

 

４．指定期間（予定） 

指定期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までの５年間を予定してい



6 

ます。この期間は、市議会の議決を経て決まりますので、ご留意願います。 

 

５．自主事業 

指定管理者は条例及び協定書、仕様書、事業計画書に定める業務（指定管理業務）に

支障をきたすことがなく、かつ施設の設置目的の範囲内で、施設の利用促進又はサービ

スの向上のために、独自に企画提案し、自己の責任と費用により自主事業を実施するこ

とができます。なお、実施に当たっては、事前に自主事業計画書及び収支予算書を提出

のうえ、市の承認を得る必要があります。 

 

６．管理運営経費等 

（１）会計年度 

プラザの管理に係る会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとします。 

（２）指定管理料の支払い等 

プラザの管理に必要な経費は指定管理料として、収支計画書に提示のあった金額を

もとに市と指定管理者が協議して協定で定め、予算の範囲内で支払います。 

選定時の指定管理者事業計画書（企画提案書）等で提案された指定管理料の金額か

ら変更する場合には、管理運営や事業内容について、市と指定管理者の間で協議する

こととします。 

なお、プラザの管理に係る指定管理料の本市としての積算額は、５２４，５５３千

円（税込）です。収支計画書は、当該積算額を上限とし、各種経費の増減を見込んで

作成してください。そのうち施設修繕費については毎年度８，３２１千円（税込）を

計上し、各年度終了後に精算することとします。また、指定管理料の算出に当たって

は、消費税率を「１０％」としてください。指定期間中に消費税率が引上げられた場

合については、市と指定管理者の間で協議し、指定管理料を増額するなどの適切な措

置を講じます。 

指定管理料の算出に当たっては、人件費、光熱水費、消耗品費、委託費等の必要経

費及び施設修繕費を計上し、これより利用料金収入、生活リハビリテーションセンタ

ーの利用に係る訓練等給付費及び実費負担額を差し引いて算出し提案するものとしま

す。ただし、人件費（正規・非正規を含む）においては、社会一般の賃金水準に一定

以上の変動が生じた場合、指定期間２年目以降の指定管理料を増減させます（以下、

この仕組みを「賃金スライド制度」という。）ので、本制度の対象となる経費は制度の

適用を前提として賃金水準の増加分を見込まずに積算してください。また、賃金スラ

イド制度の対象外となる人件費（住宅手当や通勤費等）に増減がある場合は、必要額

を積算の上、提案してください。詳細は「指定管理者制度における賃金スライド制度

の手引」（資料１１－１、１１―２）を参照してください。 

なお、今回の指定期間中に、市の施工にて「空気調和設備更新ほか工事」「施設照明
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ＬＥＤ化（リース・工事）」「照明制御装置更新工事」「体育室特定天井改修ほか工事」

等を実施する可能性があります。施工時期や体育室、プール等各諸室の休館期間は未

定であり、今後協議の上決定となります。当該工事やＬＥＤ化に伴う体育室、プール

等各諸室の利用停止等により、利用料金収入及び管理経費等（電気代等）の減額が見

込まれるため、当該年度の指定管理料については工事予定が確定した段階で別途協議

することとします。収支計画作成時は当該工事予定を考慮せずに作成してください。 

 

＜参考＞令和５年度から令和７年度までの指定管理料    （単位：千円、税込） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

４１８，６２９ ４２４，５７３ ４２５，７５２ 

 

（３）指定管理料支払い時期等 

指定管理料の支払は四半期ごととし、支払い方法は前金払とします。ただし、具体

的な支払い時期、支払い金額等は協定で定めます。 

（４）指定管理料に含まれる経費 

指定管理料には次のとおり原則として管理業務に必要な一切の経費が含まれます。 

① 人件費 

② 管理費（保守管理費、消耗品費、修繕費、光熱水費等） 

施設の保守管理、安全点検、衛生管理、修繕に必要な経費は指定管理料に含ま

れるものとして、指定管理者の責任と費用負担において実施するものとします。 

ただし、施設・設備・器具・備品の修繕については、次のとおり取り扱うもの

とします。 

ア １件当たりの予定価格が１００万円（税込）を超えるものについては、本市

と指定管理者が協議し、本市が必要と認めるものについて、本市の責任と費

用負担において実施することとします。 

イ １件当たりの予定価格が３０万円（税込）を超え１００万円（税込）以下の

ものについては、本市と指定管理者が協議し、本市が必要と認めるものにつ

いては、指定管理者の責任と費用負担により実施することとします。 

ウ １件当たりの予定価格が３０万円（税込）以下のものについては、指定管理

者の責任と費用負担により実施することとします。 

エ 指定管理者の管理上の瑕疵による施設の損傷を修繕するときは、予定価格に

かかわらず指定管理者の責任と費用負担で実施することとします。 

オ 修繕費（エによるものを除く。）は予算額を８，３２１千円（税込）と定め、

協定に基づき精算等を行うものとします。 

③ 施設予約システム運用に関する経費（端末費、消耗品費、光熱費等） 

施設予約システムのソフトウェアは市が導入しますが、稼働のためのハードウェ



8 

ア（通常のＰＣ端末等で可）や電気代は指定管理者負担とします。 

④ 利用料金のキャッシュレス決済に要する経費（端末管理費用やシステム利用料、

クレジットカードや電子マネー、コード決済等の現金以外の決済手段の決済手数

料等のキャッシュレス決済の運用に係る経費） 

（５）指定管理者の収入 

指定管理業務の対価として、指定管理料のほか、本施設の利用料金（駐車料金含

む）、生活リハビリテーションセンターの利用に係る訓練等給付費、実費負担額、自

主事業における収益等が指定管理者の収入となります。 

＜参考＞令和５年度から令和７年度までの指定管理者収入（指定管理料を除く） 

 （単位：千円、税込） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

６３，４８１ ７１，８８１ ６６，５３０ 

（６）自主事業の実施に係る経費 

自主事業の実施に係る経費は、指定管理料から支出できません。当該自主事業か

ら得られる収入により賄うこととします。 

（７）併設施設の経費の取扱い 

プラザ全体の設備管理業務に要する経費の取扱いについては、重心者（児）セン

ターが業務運営上単独で使用する設備等を除き、プラザの指定管理者が一体的に管

理します。 

また、光熱水費の取扱いについては、プラザの指定管理者が一括して電力会社等

に支払うこととします。 

なお、重心者（児）センターに係る設備管理業務に要する経費及び光熱水費使用

料については、全体の実績に応じて、別途本市が定めた負担割合（別紙１）により

算出した額を重心者（児）センター指定管理者から支払いを受けてください。 

経費の支払いについては、市、指定管理者及び重心者（児）センター指定管理者

で協議し、覚書を締結することとします。 

（８）経理事務 

ア 指定管理者は経理に関する規程を策定し、適正に経理事務を行うこととします。 

また、経理事務に当たっては、管理業務に係る独立の帳簿を設けることとします。 

イ 自主事業に係る経費は他の経費と明確に区分して経理事務を行うこととします。 

 

７．利用料金等 

（１）利用料金制の採用 

プラザは条例第２１条の規定により利用料金制度を採用しますので、指定管理者

は、利用者が施設の使用に係る料金として支払う利用料金を指定管理者自らの収入

とすることができます。 



9 

利用料金の額は条例及び堺市立健康福祉プラザ条例施行規則（平成２２年規則第

８１号）（以下「規則」という。）で規定する額を上限として指定管理者が市長の承

認を得て定めることとなります。 

なお、利用料金収入は施設の利用に供する年度の会計に属するものとします。 

（２）利用料金の収受 

  利用料金は、前納が原則です。徴収方法については、現金のほか、キャッシュレ

ス決済を導入することとしています。決済事業者は、利用者の利便性の向上の観点

から、本施設におけるキャッシュレス決済比率の実績（資料５）なども勘案し、選

定してください。 

    なお、指定管理者が支払うキャッシュレス決済に要する手数料について、市は精

算等しません。 

（３）利用料金の減免等 

指定管理者は、条例第２１条第６項の規定により市長が定める基準に従い、利用

料金を減額し、又は免除することができます。また、同条例第２１条第７項の規定

により、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができ

ます。 

これらの基準については、指定管理者からの提案があれば、協議の上、可能な範

囲で変更することとします。なお、減免による利用料金収入の減収分については、

市は別途補てん等は行いません。 

（４）消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

指定管理者は、利用料金の収受に際し、利用者（課税事業者）からの求めに応じ、

適格請求書（インボイス）を交付し、その写しを保存する必要がありますので、指

定期間開始までの間に適格請求書発行事業者の登録を受けてください。 

なお、指定管理者が共同企業体（企業グループ）の場合は、全ての構成団体が適

格請求書発行事業者の登録を受け、納税地を所轄する税務署長に「任意組合等の組

合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出することが必要です。 

（５）自主事業の参加費等 

指定管理者は、自主事業の参加者から参加費等を徴収することができます。参加

費等の額は市場価格を参考に、利用者にとって大きな負担にならないように配慮し

てください。 

なお、指定管理者自らが興行主として施設を利用して自主事業を実施する際も、

当該利用に係る利用料金を指定管理者に支払う（利用料金収入として計上する）こ

ととなります。 

 

８．管理の基準 

（１）関係法令の遵守 
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プラザの管理業務を行うに当たっては、次の法令等を遵守するものとします。 

ア 地方自治法及び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号） 

イ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）その他の労働関係法令 

ウ 堺市財産規則（昭和３９年規則第６号）、堺市会計規則（平成１９年規則第４

３号）及び堺市財務規則（平成１９年規則第５６号） 

エ 堺市立健康福祉プラザ条例及び堺市立健康福祉プラザ条例施行規則 

オ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

カ 堺市情報公開条例（平成１４年条例第３７号）及び堺市情報公開条例施行規則

（平成１５年規則第２２号） 

キ 堺市行政手続条例（平成８年条例第１７号）及び堺市行政手続施行規則（令和

７年規則第７９号） 

ク 消防法（昭和２３年法律第１８６号）及び堺市火災予防条例（平成２０年条例

第２５号） 

   ケ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

コ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号） 

サ 高次脳機能障害者支援法（令和７年法律第９６号） 

シ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号） 

ス その他関連法規、要綱、要領、通知等 

（２）開館時間及び休館日 

開館時間及び休館日は条例第２２条第２号の規定により、指定管理者が市長の承認

を得て定めることとなっていますので、指定管理者事業計画書（企画提案書）におい

て提案してください。指定管理者の指定後に市長の承認を得て定めていただきます。  

なお、現在の開館時間及び休館日は、次のとおりとなっています。 

ア 開館時間 

    午前９時から午後９時まで 

イ 休館日 

  ・大研修室、研修室Ａ～Ｄ、クッキングルーム、クラフトルーム（市民交流セ

ンター） 

１２月２９日から翌年１月３日までの日 

・プール、体育室、トレーニング室（スポーツセンター） 

火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に

規定する休日にあたるときは、その日後においてその日に最も近い休日でな

い日）及び１２月２９日から翌年の１月３日までの日 

・暴風警報が発令された場合はその時点で休館とし、暴風警報が解除された場

合はその時点で開館するものとします。休館が生じた場合、その旨を市に連
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絡してください。なお、地震、台風等の発生時は、市は管理運営業務の休止

を指示することがあります。 

（３）使用許可等 

市民の施設利用に当たっては、地方自治法第２４４条第２項及び第３項の規定を遵

守しなければなりません。また、施設の使用許可及び使用許可の取消しは、条例第５

条及び第７条の規定を遵守して適正に行わなければなりません。 

なお、指定管理者は、堺市行政手続条例の適用を受ける「行政庁」に含まれること

から、使用の許可等は同条例の定めに従って行わなければなりません。 

（４）守秘義務 

指定管理者は、条例第２２条第４号の規定を遵守しなければなりません。 

（５）個人情報の保護 

指定管理者は、個人情報の保護に関する法律（以下「保護法」という。）並びに「個

人情報取扱特記事項」（資料８）の規定を遵守し、個人情報の保護に努めなければな

りません。 

指定管理者は、保護法上、「個人情報取扱事業者」に当たりますが、保護法第６６

条第２項により行政機関の長等の安全管理措置義務が準用されているため、行政機

関と同様の安全管理措置義務を負います。よって、仕様書に定める安全管理措置を

遵守してください。 

なお、指定管理者は個人情報取扱事業者に対する罰則が適用されるとともに、指

定管理者（指定管理者から再委託を受けた事業者を含む。）の従業員（従業員であっ

た者を含む。）が以下の不正行為を行った場合、保護法第１７６条又は保護法第１８

０条の罰則が適用されます。 

・正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイ

ルを提供したとき（保護法第１７６条） 

・その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を

図る目的で提供し、又は盗用したとき（保護法第１８０条） 

（６）情報公開 

指定管理者は、堺市情報公開条例第３６条の２（注：本市の出資法人の場合は、

第３６条）の規定を遵守し、管理に関して保有する情報の公開に努めなければなり

ません。 

指定管理者には、同条例の趣旨に則り、情報公開に関して規程を定めて、市に準 

じた取扱いを行っていただきます。市の関係要綱及び指定管理者が定める規程のモ

デル規程は資料１０－１、１０－２のとおりです。 

なお、当該規程については、市政情報センターにおいて一般の閲覧に供します。 

（７）文書管理 

指定管理者には、プラザの管理業務上作成し、又は取得した文書について、目録
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を作成して適正に管理していただくとともに、市が指示する期間当該文書を保管し、

廃棄は市の指示に従って行っていただきます。 

 また、指定期間が満了した時や指定が取り消された時は、当該文書を市に引き渡

していただきます。ただし、個人情報保護等の観点から問題がなければ、市の立会

のもとで直接次期指定管理者に引き継いでいただく場合もあります。 

（８）障害を理由とする差別の解消の推進に関する堺市職員対応要領を踏まえた対応 

指定管理者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法

律第６５号。以下「障害者差別解消法」という。）に基づく不当な差別的取扱いの禁

止及び合理的配慮の提供に関しては、障害者差別解消法第１１条の規定により主務

大臣が定める指針を遵守するとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る堺市職員対応要領（平成２８年３月策定、令和６年３月改定）を踏まえ、適切に

対応することとします。 

（９）市の施策との整合・協力 

ア 障害者等就職困難者の雇用 

法人もしくは団体として障害者雇用の促進に関する法律に定めた障害者雇用率の

達成に努めるとともに、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等

に関する法律を踏まえた物品等の調達、障害者、高年齢者、若者や就職氷河期世代

等の就職困難者の雇用や訓練を積極的に受入れするなど、就職困難者に配慮した取

組に努めることとします。 

イ 市内経済の活性化 

指定管理者は、市内業者の育成及び市内経済活性化を図るため、可能な限り市内

業者の活用や地元住民の雇用等に努めることとします。 

ウ 地域振興、地域コミュニティの醸成 

指定管理者は、地域団体、地域住民、ＮＰＯとの協働による取組等の地域振興や

地域コミュニティの醸成に努めることとします。 

エ 環境問題への取組 

指定管理者は、次に掲げる省資源、省エネルギー、リサイクルの推進等、環境に

配慮した取組の推進に努めることとします。 

 ・環境に配慮した商品等の購入（グリーン購入）の推進 

 ・省エネ運転等による電気、ガス等のエネルギー消費量の節減及び光熱費の抑制 

・電力デマンドのピークカット等による節電 

 ・資源の有効活用やリサイクルの推進による廃棄物の排出抑制 

・廃棄物の適正処理 

オ 暴力団排除 

堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号）の施行（平成２４年１０月１日）

に伴い、公の施設の管理運営から暴力団の利益となる使用を排除することとしてお
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り、指定管理者は同条例の趣旨に則り、適正な施設の管理運営に努めることとしま

す。 

カ 市政への協力 

上記のほか、公の施設の指定管理者として、男女共同参画の取組、節電、災害対

策（災害時の視覚・聴覚障害者支援等）、禁煙など市の施策と整合した取組が求めら

れますので、それらの取組に積極的に協力してください。 

 

９．基本事業計画書及び年度事業計画書 

   指定管理者は、応募等に際し提出した指定管理者事業計画書（企画提案書）をもと

に、市と協議調整を行い、管理業務に関して、次の事項を内容として、基本事業計画

書及び年度事業計画書を作成し、市に提出して承認を受けることとします。 

（１）管理運営方針（人権尊重の考え方・障害者等への考え方・障害者等就職困難者

の雇用・市内経済の活性化・地域振興、地域コミュニティの醸成・環境問題への

取組を含む。） 

（２）従業員の配置計画（施設に応じて障害者・高齢者等の採用計画を含む。また、

法令等により免許・資格を要するものはその名称を含む。） 

（３）収支計画 

（４）利用促進計画、サービス向上の方策 

（５）第三者への業務の委託計画 

（６）自主事業計画 

（７）モニタリング計画（利用者意見の聴取等）と管理業務への反映 

（８）人材育成の考え方及び研修計画 

（９）苦情、要望への対応 

（１０）個人情報の保護方針及び保護措置 

（１１）情報公開方針及び広報計画 

（１２）管理施設、設備、器具備品等の維持管理方針 

（１３）目標設定と目標達成の方策 

  （１４）緊急時対策 

※ 基本事業計画書（指定期間中の共通計画） 

指定管理者事業計画書（企画提案書）に記載された内容のうち、全指定期間を

通じて規定または決定しておくべき基本的な事項について記載 

※ 年度事業計画書（年度ごとの事業計画） 

指定管理者事業計画書（企画提案書）に記載された内容のうち、年度単位で規

定または決定すべき事項について記載（基本事業計画書に記載された内容以外の

すべての事項を記載） 
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１０．リスク（責任）分担について 

リスク分担の基本的な考え方は別紙２のとおりです。 

なお、詳細は、指定管理者の指定後に協議を行います。 

 

１１．管理運営に伴う租税について 

   指定管理者（共同企業体（企業グループ）を含む。）には、原則、法人税、法人市民

税及び法人府民税が課税されます。 

また、事業所税などが課税される場合もあるため、具体的な取扱いについては、そ

れぞれの課税業務を所管する税務官公署に確認する必要があります。 

なお、管理運営に伴う租税の負担が生じた場合には、指定管理者が負担することに

なります。 

 

１２．保険加入 

指定管理者は、管理業務におけるリスク分担に備えて、市と指定管理者を被保険者

とする施設賠償責任保険、昇降機賠償責任保険及び自動車保険に加入してください。 

なお、保険内容等は下記のとおりとします。 

ア てん補限度額 

（施設賠償責任保険、昇降機賠償責任保険（施設賠償責任保険に係る特約可）） 

  ・対人賠償 被害者１名当たりのてん補限度額  １億円以上 

         １事故全体のてん補限度額     １０億円以上 

   ・対物賠償 １事故全体のてん補限度額     １０億円以上 

（自動車保険） 

   ・対人賠償 被害者１名当たりのてん補限度額  無制限 

   ・対物賠償 １事故全体のてん補限度額     無制限 

イ 被保険者名 堺市及び指定管理者 

ウ 保険期間  指定期間と同じ期間とする。（年度ごとの加入でも可とする。） 

 

１３．業務の第三者への委託 

指定管理者は、管理業務の全部又は一部を第三者に委託することはできません。た

だし、別紙３に記載している業務の全部又は一部については、あらかじめ市に書面で

届け出て、承認を得た場合は、第三者に委託することができます。この場合、指定管

理者の責任において当該業務の履行や委託先の法令遵守等を確保することとし、市が

承認する場合を除き、当該委託先からさらに再委託させることはできません。 

なお、別紙３の業務以外でも市との協議により委託可能であると認められた業務に

ついては委託することができます。 

また、堺市入札参加資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づく入札参加停止の
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措置を受けた者及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受

けた者並びに暴力団員又は暴力団密接関係者と認められる者に委託することはできま

せん。なお、第三者に業務を委託した場合は、当該委託先が国若しくは地方公共団体

又は本市の外郭団体である場合を除き、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓

約書の写しを市に提出してください。 

 

１４．行政財産の使用・目的外使用・貸付の取り扱い等 

（１）指定管理者の行政財産の使用等について 

プラザの目的外使用許可並びに貸付は指定管理者の業務の範囲外であるため、市

が堺市行政財産の目的外使用に関する条例並びに堺市財産規則に基づき許可や契約

を行い、その使用料は市の収入となります。 

（２）自動販売機の目的外使用許可並びに貸付契約 

自動販売機については、別途市から目的外使用許可（使用承認）、並びに貸付契約

を行った事業者が管理運営を行うことがあります。指定管理者は当該事業者と連

携・協力して円滑に業務を行ってください。 

指定管理者は、自動販売機に関する要望・苦情を受けた場合若しくは館内事故等

における緊急時は、施設の管理者として適切な対応を行ってください。 

また、自動販売機に係る光熱水費の取り扱いについては、指定管理者が一括して

電力会社等に支払うこととします。 

なお、市が目的外使用許可並びに貸付契約を行った事業者が設置した自動販売機

で発生した修繕等に係る経費については、原則として市が目的外使用許可並びに貸

付契約を行った事業者が負担するものとします。 

 

１５．市の指示等 

（１） 市は施設管理の適正を期すため、指定管理者に対して、管理業務又は経理の状

況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができます（地

方自治法第２４４条の２第１０項）。 

（２） 指定管理者が（１）に定める指示に従わないとき、その他指定管理者による管

理を継続することが適当でないと認められるときは、市は指定管理者の指定を取

り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることが

できます（地方自治法第２４４条の２第１１項）。 

 

１６．定期会議の開催 

  市と指定管理者は、本業務を円滑に実施するため、情報交換、業務の調整等を図る

定期会議を毎月開催します。 
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１７．モニタリング等 

（１）指定管理者には、管理運営に関する利用者の意見や要望を把握し、管理業務に反

映させるため、市として求める目標や水準の達成状況及び市と協議して設定した調

査項目について、利用者を対象とした意見箱の設置やアンケート等による意見聴取

を行っていただき、その結果（自己評価を含む。）を集計して市に報告書を提出し

ていただきます。具体的な項目については、市と指定管理者が協議の上で決定しま

す。 

  なお、利用者満足度は５段階（「とても良い」、「良い」、「ふつう」、「やや悪い」「悪

い」）で評価してください。 

（調査項目の例） 

    ア 施設の充実度 

    イ 施設の利用のしやすさ 

    ウ 職員の応対（言葉づかい、態度） 

    エ 利用率、利用料、利用時間 

    オ イベント、講座の充実度 

（２）市は、指定管理者から提出される報告書等により、適切に管理業務がなされてい

るか、また、設定された目標や調査項目が達成されているかなどについて確認を行

い、その結果指定管理者に必要な指示を行います。さらに、指定期間中において、

必要に応じて随時に管理業務の実績の確認及び評価をするためのモニタリングを

行うことができるものとし、指定管理者はこれに協力していただきます。 

なお、市は管理運営業務の詳細を把握するため、毎年度、１回以上、施設に立ち

入り、関係帳簿の提出や、口頭による説明を求めることとします。 

（３）指定管理者によるモニタリング及び本市によるモニタリングに加えて、第三者（施

設関係者以外）によるモニタリングを実施する場合があります。実施する場合の具

体的な手法・実施時期等については指定管理者の指定後、別途お知らせします。 

 

１８．管理運営業務の報告 

（１）指定管理者は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）終了後、２か月

以内に管理業務に関して、次の事項を内容とする事業報告書を市に提出するもの

とします。事業報告書は、堺市情報公開条例において規定する非公開情報に該当

する部分を除き、市政情報センターで一般の閲覧に供します。 

     ア 収支状況（予算額、収入額・支出額、収支差額等） 

     イ 利用料金の収入状況 

     ウ 管理業務の実施状況 

     エ 施設の利用状況 

     オ 自主事業の実施・収支状況 

     カ 利用者意見の聴取状況 
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キ 人材育成の取組（人権研修を含む職員の研修の実施状況等） 

ク 事故、不祥事案、苦情及び要望等の件数、内容とその対応 

ケ 個人情報の保護、情報公開の実施状況 

コ 備品の状況 

サ 指定管理者の目標の達成状況及び自己評価並びに管理業務の総括等 

シ その他市長が必要と認める事項 

（２）指定管理者は、次の事項を内容とする定期報告書（毎月）を翌月１５日以内に

市に対し提出するものとします。ただし、収支状況については、四半期ごとに、

各四半期終了後１５日以内に市に対し提出するものとします。 

    ア 管理業務の実施状況 

    イ 収支状況（四半期ごと） 

    ウ 利用料金の収入状況 

エ 施設の利用状況 

オ 利用者意見の聴取状況 

カ 事故、不祥事案、苦情及び要望等の件数、内容とその対応 

キ 研修実施状況 

ク 自主事業計画書の軽微な変更の有無とその内容 

ケ 備品等の設置場所の変更の有無とその内容 

コ その他市長が必要と認める事項 

（３）次のような事項に該当したときは、指定管理者は速やかに市に報告を行うこと

とします。 

 ア 施設において、事故又は災害等の緊急事態が発生したとき 

イ 施設の管理業務に関して指定管理者が争訟を提起されたとき、又は提起され

るおそれがあるとき 

ウ 金融機関との取引が停止となったとき 

エ 施設の管理業務に関して有する債権に対して差押又は、仮差押えがなされた

とき 

オ 破産、会社更生、民事再生及び特別清算のいずれかの申立てを行うとき、又は

申立てするおそれがあるとき、又は破産の申立てをされるおそれがあるとき。 

カ 定款若しくは寄附行為又は登記事項に変更があったとき、その他適正な管理

業務に支障を来たす事態が生じたとき 

 

１９．福祉サービス第三者評価の受審 

指定管理者は、指定期間中に１回以上、大阪府が指定した評価機関による福祉サービ

ス第三者評価を受審し、評価結果を公表するものとします。なお、受審に係る費用につ

いては、指定管理者が負担することとします。 
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２０．管理運営業務の継続が困難になった場合の措置 

（１）指定管理者の責に帰すべき事由により管理業務の継続が困難となった場合 

市は指定管理者の指定を取り消す等の措置をとることとします。この場合、市

に生じた損害は指定管理者が市に賠償するものとします。 

（２）不可抗力等により管理業務の継続が困難となった場合 

自然災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができ

ない事由の場合、事業継続の可否について協議するものとします。協議の結果や

むを得ないと市が判断した場合は、市は指定管理者との協定の解除及び指定の取

消しができるものとします。 

 

２１．引継ぎ等 

（１）指定管理者の指定後、指定期間開始までの間に、プラザの管理業務に関する市

及び現指定管理者との引継ぎ、指定管理者の従業員の研修及び帳票類の印刷等必

要な準備を行っていただきます。 

また、指定管理者は、指定期間の満了又は指定の取消しによって管理業務が終

了したときは、次期指定管理者が適切に施設の管理業務を実施できるように本市

もしくは、次期指定管理者に引き継ぐこととします。 

（２）指定管理者が施設設備の原形を変更している場合は、指定管理者の費用負担に

よりこれを原状に回復して引き継ぐこととします。ただし、原状回復の必要がな

いと市が認めたものについてはこの限りではありません。 

 

２２．管理運営業務に対する評価 

指定管理者が実施する管理業務について事業計画書で定めた目標の達成状況などに

関して、事業報告書、指定管理者及び市が行うモニタリング結果などをもとに、年度

終了後に、指定管理者による一次評価、所管課による二次評価を行い、それらの評価

方法や結果等を含め、指定管理者制度の運用等について第三者の立場から外部有識者

の意見を聴取します。 

これらの評価は、指定管理者に示し、管理業務に反映してもらうほか、結果によっ

ては必要に応じて是正措置をとっていただくともに、指定管理料の減額などのペナル

ティを科すこともあります。 

また、評価結果は市ホームページにおいて公表を行います。 
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Ⅳ 募集手続に関する事項 

１．公募及び選定のスケジュール 

公募及び選定のスケジュールは、以下のとおりです。 

公募の期間 令和８年７月７日（火）～９月７日（月） 

 施設の現地説明会 令和８年７月２４日（金） 

 質問書の受付 令和８年７月３１日（金）～８月７日（金） 

 質問書の回答 令和８年８月２４日（月）予定 

 応募書類の受付 令和８年８月３１日（月）～９月７日（月） 

書類審査 令和８年１０月中旬（予定） 

面接審査 令和８年１０月中旬（予定） 

選定結果の通知 令和８年１０月下旬（予定） 

市議会による指定管理者の議決 令和８年１２月（予定） 

※ 応募団体数に応じて、書類審査及び面接審査を同一日程で行うこともあります。 

※ 予定となっているスケジュールについては、日程が前後する可能性があります。 

 

２．応募資格等 

（１）応募団体の資格 

応募団体の資格は次の事項をすべて満たすものとします。 

ア 法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は複数の法人等が構成するグルー

プ（以下「グループ」という。）であること（個人による応募はできません。）。 

イ 欠格事項（後掲）に該当しているものでないこと。グループ応募の場合は、当該

グループを構成しているすべての法人等が欠格事項に該当しているものでないこと。 

（２）グループ応募について 

ア グループで応募する場合は、グループ名及びグループを代表する法人等（以下「代

表団体」という。）を定めてください。なお、グループ名は市民から誤解を生じない

ような名称としてください。 

イ グループを構成する法人等（以下「構成団体」という。）は、単独で応募すること

はできません。 

ウ 複数のグループにおいて、同時に構成団体となることはできません。 

エ 代表団体及び構成団体の変更は、原則として認めません。ただし、構成団体につ

いては、業務遂行上支障がないと本市が判断した場合、変更を認めることがありま

す。その場合は必要に応じ書類の再提出を求めます。 

オ 指定管理者の指定を受けた場合、協定締結時までに、各構成団体間で責任分担を

明確に定めた協定等を締結することとし、その写しの提出を求めます。 

（３）市長が定める要件（市の施策に整合する取組実績等） 

応募書類の提出日において、応募団体が次の項目に該当する場合は、審査において、
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別紙４の選定基準に定める配点（３点）を上限として項目ごとに１点ずつ付与しま

す。なお、グループ応募の場合は、４及び６の項目を除き、すべての者が満たして

いること。 

該当要件 

１ 

次のいずれかに該当する場合 

・障害者の雇用状況報告義務があり、令和８年の報告時に法定雇用率達成に

必要な雇用障害者数以上の障害者を雇用している場合 

・障害者の雇用状況報告義務はないが、障害者（＊）を１人以上雇用してい

る場合 

・堺市障害者雇用貢献企業である場合 

（＊）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第

２条に掲げる障害者のうち、１年以上雇用され（又は見込み）、週２０時

間以上勤務している者 

２ 
次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第１３条による認

定を受けている場合 

３ 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号）

第９条に基づく認定を受けている場合 

４ 

青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和４５年法律第９８号）第１５条に

基づく認定を受けている場合（グループ応募の場合は、１者以上が満たして

いること。） 

５ 

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律第６８号）第９条

第１項に掲げる高年齢者雇用確保措置のうち、６５歳以上への定年の引上げ

（同項第１号）又は定年の定めの廃止（同項第３号）を行っている場合（同

項第２号の継続雇用制度は対象外） 

６ 
市内に本社・本店を有している場合（グループ応募の場合は、１者以上が満

たしていること。） 

７ 

ＩＳＯ１４００１の認証、エコアクション２１の認証・登録、ＫＥＳ（ステ

ップ２以上）の登録又はエコステージ（ステージ２以上）の認証のいずれか

を受けている場合 

 

（４） 市長が定める要件（施設の適正な管理運営実績） 

  現指定管理者（共同企業体にあっては、各構成団体。以下同じ。）が応募（グルー

プ応募を含む。）する場合で、現指定期間の開始日から応募書類の提出日までの間の

管理業務で不祥事案が発生したときは、配点（－３点）を上限として不祥事案１件

につき３点を減点します。 

減点の対象とする不祥事案は、当該施設の管理業務で発生した市民等の信頼を損

なう事案、利用者の生命、身体及び財産に被害を及ぼす事案等のうち、現指定管理
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者による信用失墜行為を受けて団体内で減給（報酬減額を含む。）以上の処分が行わ

れたものに限ります。なお、管理業務に関わりのない事案（私生活上の非違行為な

ど）は、含まれません。 

 

３．欠格事項 

応募書類の受付最終日現在において、次に該当する団体は、応募を無効とします。ま

た、グループで応募する場合はすべての構成団体が次に該当しないこととし、１団体で

も該当した場合は応募を無効とします。 

なお、受付最終日の翌日から指定管理者の候補者が選定されるまでの間に次の事項に

該当することとなった場合は、失格とします。また、選定後から基本協定の締結までの

間に次の事項に該当することとなった場合は、失格とすることや指定を取り消すことが

あります。 

（１） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により本市が一般競争入札に参加

させないこととしている団体 

（２） 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により本市から指定管理者の指定を取

り消され、その取消しの日から２年を経過していない団体 

（３） 本市における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた団体又

は公正な価格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合した団体 

（４） 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づき、入札参加停止又

は入札参加回避の措置を受けている団体 

（５） 堺市契約関係暴力団排除措置要綱に基づき、入札参加除外措置を受けている団体 

（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴

力団密接関係者に該当する団体（適用に当たっては、堺市契約関係暴力団排除措置

要綱に規定する措置要件を準用する） 

（７） 会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続をしている団体 

（８） 破産者で復権を得ない者 

（９） 法人税、消費税、地方消費税及び市税を滞納している団体（法人以外の団体にあ

っては、その代表者が所得税、消費税、地方消費税及び市税を滞納している団体） 

（１０） 次の各号に該当する者が役員となっている団体 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 法律行為を行う能力を有しない者 

ウ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること

がなくなるまでの者 

エ 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴
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力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した

者 

 

４．選定対象除外 

次に該当する場合は、失格として選定の対象から除外します。 

（１）応募書類に明らかな虚偽の記載があった場合 

（２）応募に際して不正行為があった場合 

（３）提出期限までに必要な書類を提出できなかった場合 

（４）応募資格に反することが認められた場合 

（５）選定委員、本市職員及び本件関係者に対して、本件応募について自己の有利になる

目的のため接触等の働きかけの事実が認められた場合 

（６）本件に関し、同一の法人等又はグループが２件以上の応募を行った場合 

 

５．応募手順 

（１）募集要項等の公表 

令和８年７月７日（火）から市ホームページにおいて公表を行います。 

（２）現地説明会 

施設の現地説明会を行います。参加は必須ではありませんが応募予定の団体は、で

きる限りご出席ください。 

現地説明会への参加に際しては、令和８年７月１６日（木）の午後１時までに「現

地説明会参加申込書」（様式１３）に必要事項を記入の上、Ｅメール又はＦＡＸで提

出してください（送信後に必ず送信された旨の電話連絡をお願いします。）。 

ア 開催日時及び場所 

令和８年７月２４日（金） 午後２時から２時間程度（予定） 

堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号 堺市立健康福祉プラザ 

ＴＥＬ０７２－２７５－５０１７ 

ＦＡＸ０７２－２４３－０３３０   

【交通案内】 

ＪＲ阪和線「百舌鳥」駅下車 西へ１．４ｋｍ 

ＪＲ阪和線「上野芝」駅下車 北西へ１．３ｋｍ 

南海高野線「堺東」駅より 

南海バス（泉ヶ丘駅行）乗車、「旭ヶ丘」バス停下車すぐ 

南海バス（光明池駅行など）乗車、「塩穴通」バス停下車南東へ約５００ｍ 

有料駐車場（地下１階）あり。※台数に限りがあるためできるだけ公共交通機

関をご利用下さい。 

イ 参加人数：１団体２名までとします。 
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ウ 現地説明会参加申込書の提出先 

堺市堺区南瓦町３番１号 堺市健康福祉局障害福祉部障害施策推進課 

（本館７階） 

  ＴＥＬ０７２－２２８－７８１８  ＦＡＸ０７２－２２８－８９１８ 

  Ｅメール ｓｈｏｓｕｉ＠ｃｉｔｙ．ｓａｋａｉ．ｌｇ．ｊｐ 

 

（３）質問票の受付 

質問がある場合は、質問票（様式１４）を令和８年７月３１日（金）～８月７日（金）

に、Ｅメール又はＦＡＸで提出してください（送信後に必ず送信された旨の電話連絡

をお願いします。）。 

電話・来訪など口頭による質問は受け付けいたしません。 

質問票に対する回答は、令和８年８月２４日（月）を目途に市ホームページにおい

て公表を行います。 

【質問書提出先】 

堺市堺区南瓦町３番１号 堺市健康福祉局障害福祉部障害施策推進課（本館７階） 

  ＴＥＬ０７２－２２８－７８１８  ＦＡＸ０７２－２２８－８９１８ 

  Ｅメール ｓｈｏｓｕｉ＠ｃｉｔｙ．ｓａｋａｉ．ｌｇ．ｊｐ 

 

（４）応募書類の受付 

堺市立健康福祉プラザ指定管理者指定申請書（条例施行規則様式第１０号）及び必

要書類を添えて、持参してください。 

ア 提出場所 

堺市堺区南瓦町３番１号 堺市健康福祉局障害福祉部障害施策推進課（本館７ 

階） 

     ＴＥＬ ０７２－２２８－７８１８  ＦＡＸ ０７２－２２８－８９１８ 

イ 提出方法及び提出期間 

令和８年８月３１日（月）～９月７日（月）の午前９時～午後５時まで。（ただ

し、土曜日、日曜日を除く。） 

上記提出場所まで直接持参してください。 

なお、提出期限までに必要な書類（Ⅴ 提出書類に関する事項を参照）を提出で

きなかった場合は、前述のとおり失格として選定の対象から除外します。また、

郵送された提出書類や提出期間を経過した後は、受け付けいたしません。 

 

Ⅴ 提出書類に関する事項 

１ 書類の作成 

プラザは、前述のとおり、障害者の地域生活を総合的に支援する拠点施設として、平

mailto:shosui@city.sakai.lg.jp
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成２４年４月に開所しており、障害者の社会参加の促進や健康の維持・増進等を図りな

がら、障害のある方とない方がさまざまな活動や交流等を通じて相互理解を深めること

を目的として設置されている施設です。 

指定管理者事業計画書（企画提案書）の作成に当たっては、施設の設置目的等を十分

に踏まえた上、提案してください。 

 

２ 書類の提出 

応募に当たっては、下記の（１）から（３１）の書類を提出してください。提出部数

は、特に指定のあるものを除き、正１部、副６部（副は複写可）の計７部とします。ま

た、電子データ一式（ＣＤ－Ｒ １枚）を提出してください。 

なお、提出書類は市の公文書になるため、情報公開請求があった場合は、堺市情報公

開条例第７条に規定する非公開部分を除き原則として公開となります。 

提出書類の中で、堺市情報公開条例第７条に規定する非公開部分に該当すると考えら

れる箇所（公開できないもの）については、あらかじめ網掛け等の処理（正本のみ）を

した上で、提出してください。ただし、当該箇所について市として公開すべきと判断し

た部分は請求に応じて公開することがあります。 

（１）堺市立健康福祉プラザ指定管理者指定申請書（条例施行規則様式第１０号）・・・グ

ループ応募の場合は、グループとして作成してください。 

（２）堺市立健康福祉プラザ指定管理者応募書類一式（表紙）（様式１－１） 

（３）団体概要、役員名簿（様式１－２） 

（４）グループ構成書（様式１－３）・・・グループ応募の場合に提出してください。 

（５）グループ協定書兼委任状（様式１－４）・・・グループ応募の場合に提出してください。 

（６）指定管理者事業計画書（企画提案書）（様式２－１～２－２９） 

・管理の基本方針 

・平等利用・安全の確保 

・安定的な経営資源 

・財務規模、組織状況 

・事業実績 

・利用者の特性・利用者ニーズの把握 

・個人情報の保護、情報公開の考え方 

・人権尊重の考え方 

・障害者等への考え方 

・広報・モニタリング計画 

・休館日、開館時間の考え方 

・人員配置、人材育成の考え方、研修計画 

・利用料金の考え方 
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・苦情対応の考え方 

・施設、設備、器具備品の維持管理及び第三者への業務委託についての考え方 

・非常時対策 

・市民交流センター事業に関する業務の考え方 

・視覚・聴覚障害者センター事業に関する業務の考え方 

・生活リハビリテーションセンター事業に関する業務の考え方 

・スポーツセンター事業に関する業務の考え方 

・関係機関等への支援協力に関する考え方 

・施設利用者確保に関する考え方 

・目標設定の考え方、目標達成の方策 

・自主事業の実施計画 

・経費削減の考え方・方法 

・収支計画 

・市長が定める要件（障害者等就職困難者の雇用、市内経済の活性化、地域振興、

地域コミュニティの醸成、環境問題への取組） 

（７）社会福祉施設の管理運営及び障害福祉関連事業の実績（様式３） 

（８）人員配置計画書（様式４－１～４－５） 

（９）第三者への一部業務委託予定表（様式５） 

（１０）プラザの管理業務に関する収支計画書（様式６－１）、収支計画書積算内訳書（様

式６－２～６） 

（１１）自主事業計画書（様式７－１）、自主事業収支計画書（様式７－２～７－６） 

（１２）障害者雇用等確認書（様式８） 

（１３）不祥事案確認書（様式９）※ 

（１４）欠格事項に該当しない旨の誓約書（様式１０） 

（１５）定款、寄附行為又はこれらに類する書類 

（１６）法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 

（１７）堺市立健康福祉プラザ指定管理者指定申請書提出日の属する事業年度の事業計画

書、収支予算書（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

（１８）令和５年度から令和７年度の事業報告書（法人以外の団体にあっては、これに相

当する書類） 

（１９）令和５年度から令和７年度の収支計算書又は損益計算書（法人以外の団体にあっ

ては、これに相当する書類） 

（２０）令和５年度から令和７年度の貸借対照表（法人以外の団体にあっては、これに相

当する書類） 

（２１）法人の印鑑証明書 

（２２）団体の設立趣旨、活動内容、組織、運営及び事務所の所在等に関する事項の概要
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がわかる書類（各団体作成の外部向けのパンフレット等でも可とします。） 

（２３）法人税、消費税、地方消費税の納税を証明する書類 

法人の場合 ・・・ 法人の「納税証明書その３の３」（法人税、消費税、地方消

費税） 

法人以外の場合 ・・・ 団体の代表者の「納税証明書その３の２」（申告所得税、 

消費税、地方消費税） 

（２４）市税の納税確認の同意書（様式１１）・・・応募資格の審査のため、関係公簿を調

査しますので、各団体から１部ずつ提出してください。（複写の提出の必要はあり

ません。） 

（２５）令和８年障害者雇用状況報告書（事業主控の写し）…障害者の雇用の促進等に関

する法律第４３条第７項に基づく障害者の雇用状況報告義務があり、法定雇用率

達成に必要な雇用障害者数以上の障害者を雇用している場合に提出してください。 

（２６）次世代育成支援対策推進法第１３条に基づく認定に係る基準適合一般事業主認定

通知書の写し …認定を受けている場合に提出してください。 

（２７）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第９条に基づく認定に係る基準

適合一般事業主認定通知書の写し …認定を受けている場合に提出してください。 

（２８）青少年の雇用の促進等に関する法律第１５条に基づく認定に係る基準適合事業主

認定通知書の写し …認定を受けている場合に提出してください。 

（２９）就業規則等の定年に関する制度の状況が確認できる書類 …６５歳以上への定年

の引上げ又は定年の定めの廃止を行っている場合に提出してください。 

（３０）ＩＳＯ１４００１登録証、エコアクション２１認証・登録証、ＫＥＳ登録証又は

エコステージ認証書の写し …いずれかに該当する場合に提出してください。 

（３１）賃金スライド制度の対象となる人件費に関する提案書（様式１２） 

 

※ （１３）については当該施設の現指定管理者（共同企業体にあっては、各構成

団体。以下同じ。）が応募（グループ応募を含む。）する場合に提出してください。  

（１６）、（２１）、（２３）については提出日において発行から３か月以内のもの 

とします。 

（１８）、（１９）、（２０）については団体の設立から３年以上経過していない場

合は、設立年度から令和７年度までのものとします。 

また、グループ応募の場合、（３）及び（１２）～（３０）については、構成団

体ごとに提出願います。 

なお、提出書類はＡ４判を原則とします。Ａ４判以外の規格を使用した場合は、

Ａ４判に折り込んでください。 

 

 



27 

Ⅵ 選定及び指定に関する事項 

１．選定審査方法 

（１）指定管理者の候補者は、条例第１７条第３項に規定する指定の要件を基本として、

別紙４の選定基準に基づき、堺市健康福祉局指定管理者候補者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）において、応募書類の審査及び面接審査の総合評価方式により、

指定管理者の候補者を選定します。 

（２）すべての応募団体を対象に、書類審査及び面接審査を実施します。上記審査におい

て総合して採点評価を行い、得点が最上位の応募団体を指定管理者の候補者として

選定し、得点が次順位の応募団体を次点の候補者として選定します。 

面接審査の日程等は、後日お知らせします。 

（３）最終得点が満点の６０％以上に達した団体がない場合は「適格者なし」とします。

また、採点において同点になった場合は、選定委員会の定める取扱いにより、審議

のうえ候補者を決定します。 

（４）選定後から基本協定の締結までの間に指定管理者の候補者が辞退した場合のほか、

失格となった場合や指定が取り消された場合等は、次点の候補者を指定管理者の候

補者とします。 

 

２．選定結果の通知等 

選定委員会における審査結果を受けて市として指定管理者の候補者を決定し、審査結

果を応募団体（グループによる応募の場合は、グループの代表団体）すべてに、令和８

年１０月下旬を目途に、文書で通知します。また、選定・不選定を問わず団体名及び採

点については審査結果として、市ホームページ等で公表します。 

 

３．指定管理者の指定等 

指定管理者の候補者の決定後に、市議会（令和８年１２月を予定）に指定管理者の指

定の議案を提出し、議決を経て指定管理者の指定を行い、その旨を公告します。 

なお、議会の議決が得られなかった場合においても、当該候補者が本件に支出した費

用について、市は補償しません。 

 

４．協定に関する事項 

指定管理者の指定を受けた団体は、市との協議を行ったうえで、堺市立健康福祉プラ

ザの管理業務に関する協定を締結していただきます。 

協定には指定期間内における基本的な事項について定める「基本協定」と、指定管理

料の支出等に関する事項について定める「支払協定」があります。 

基本協定の内容（予定）は別紙５のとおり、支払協定の内容（予定）は別紙６のとお

りです。 
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なお、協定書の解釈について疑義が生じた場合又は協定に定めのない事項が生じた場

合は、市と指定管理者は誠意を持って協議するものとします。 

 

Ⅶ その他 

１．注意事項 

（１）応募に関して必要となる一切の費用は、応募団体の負担とします。 

（２）提出された書類の内容を変更することはできません。ただし、市から補正を求めた

場合を除きます。 

（３）応募１団体につき、提案は１件のみとします。 

（４）応募書類は理由の如何を問わず返却しません。 

（５）応募書類は市の公文書として取り扱われます。（原則として情報公開の対象となりま

す。） 

（６）市が必要と認める場合は、追加して書類の提出を求めることがあります。 

（７）団体の提出する書類の著作権はそれぞれの作成団体に帰属します。なお、本件にお

いて公表する場合は、本市は団体の提出書類の全部または一部を無償使用できるも

のとします。 

（８）応募書類は欠格事項の該当の有無を確認するため、照会に使用する場合があります。 

（９）書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（様式は任意）を提出してください。 

（１０）堺市立健康福祉プラザの管理業務に当たり、指定管理者が事業所税等の納税義務

を負う場合があります。 

 

２．添付書類 

（１）堺市立健康福祉プラザ指定管理者業務仕様書 

（２）堺市立健康福祉プラザ指定管理者募集書類一式 

① 【条例施行規則様式第１０号】堺市立健康福祉プラザ指定管理者指定申請書 

② 【様式１－１】堺市立健康福祉プラザ指定管理者応募書類一式（表紙） 

③ 【様式１－２】団体概要、役員名簿 

④ 【様式１－３】グループ構成書 

⑤ 【様式１－４】グループ協定書兼委任状 

⑥ 【様式２－１～２９】堺市立健康福祉プラザ指定管理者事業計画書（企画提案書） 

⑦ 【様式３】社会福祉施設の管理運営及び障害福祉関連事業の実績 

⑧ 【様式４－１～５】人員配置計画書 

⑨ 【様式５】第三者への一部業務委託予定表 

⑩ 【様式６－１】収支計画書（令和９年度～１３年度） 

⑪ 【様式６－２～６】収支計画書積算内訳書 

⑫ 【様式７－１】自主事業計画書 
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⑬ 【様式７－２～６】自主事業収支計画書 

⑭ 【様式８】障害者雇用等確認書 

⑮ 【様式９】不祥事案確認書 

⑯ 【様式１０】誓約書（欠格事項に該当しない旨の誓約書） 

⑰ 【様式１１】納税状況の調査に関する同意書 

⑱ 【様式１２】賃金スライド制度の対象となる人件費に関する提案書 

⑲ 【様式１３】現地説明会参加申込書 

⑳ 【様式１４】質問票 

（３）【別紙１】堺市立健康福祉プラザ・重症心身障害者（児）支援センター 光熱水費・

保守管理費負担割合 

（４）【別紙２】堺市立健康福祉プラザリスク分担表 

（５）【別紙３】業務の全部又は一部を第三者へ委託できる業務の一覧 

（６）【別紙４】堺市立健康福祉プラザ指定管理者候補者選定基準 

（７）【別紙５】基本協定書（案） 

（８）【別紙５－２】堺市立健康福祉プラザの利用料金の減免に関する基準 

（９）【別紙５－３】堺市立健康福祉プラザの利用料金の還付に関する基準 

（１０）【別紙６】支払協定書（案） 

（１１）堺市立健康福祉プラザの管理運営に関する資料 

① 【資料１】堺市立健康福祉プラザ・重症心身障害者（児）支援センター平面図 

② 【資料２】堺市立健康福祉プラザ・重症心身障害者（児）支援センター各室面積

表 

③ 【資料３】堺市立健康福祉プラザ・重症心身障害者（児）支援センター保守管理

業務一覧 

④ 【資料４－１】堺市立健康福祉プラザ条例 

⑤ 【資料４－２】堺市立健康福祉プラザ条例施行規則 

⑥ 【資料５】令和７年度健康福祉プラザキャッシュレス決済利用率表 

⑦ 【資料６】個人情報の保護に関する法律 

⑧ 【資料７】堺市情報公開条例 

⑨ 【資料８】堺市個人情報取扱事務の委託等に関する基準及び個人情報取扱特記事 

項 

⑩ 【資料９】堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱 

⑪ 【資料１０－１、１０－２】堺市指定管理者の情報公開の推進に関する要綱第３

条に基づく準則（モデル規程） 

⑫ 【資料１１－１、１１－２】指定管理者制度における賃金スライド制度の手引及

び各種様式 

 


